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第９期 

東海村高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 
 

 

Ⅰ 計画策定の背景 

令和７（2025）年には，いわゆる団塊世代が 75 歳以上となり，令和 22（2040）年に

は団塊ジュニア世代が 65 歳以上を迎えることから，今後も高齢化の進行及び 75 歳以上の後

期高齢者の増加に伴い，要介護認定率の上昇や介護サービスへの需要は高まることが予測され

るとともに，少子化の進行により生産年齢人口の減少による担い手不足が見込まれています。 

国においては，平成 12年度に介護保険制度を創設。高齢化の進行により，要介護高齢者の

増加や介護期間の長期化等，それまでの老人福祉・医療制度だけでは補えない介護ニーズを補

填すべく，高齢者の地域生活になくてはならない制度として，定着・発展してきたとともに，

社会情勢の変化に合わせて制度の見直しを行ってきました。今後，急激に高齢化が進行する地

域もあれば，高齢化がピークを迎える地域も出てくる等，人口構成の変化や介護サービスに対

するニーズ等は地域によって異なる動向を示すことが予測されています。 

令和３年度に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

では，地域共生社会の実現を図るため，地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制づくりの支援のほか，地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体

制の整備等の推進，介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等，所要の措置を講ずることと

されており，具体的な取組内容や目標を定め，優先順位を検討した上で，高齢者福祉施策を推

進していくことが求められています。 

本村においては，令和３年３月に策定した「第８期東海村高齢者福祉計画・介護保険事業計

画」（以下「第８期計画」という。）に基づき，保健福祉サービスの充実や介護保険事業の円滑

な運営等計画的に取り組んできましたが，令和５年度で満了を迎える第８期計画は，新型コロ

ナウイルス感染症の発現により高齢者福祉施策の推進に影響を及ぼした施策もみられます。そ

のため，その影響を踏まえつつ，これまでの取組の成果や課題の分析等を行い，今後は，本村

の実情に応じた新時代の到来に相応しい高齢者支援策を講じながら，地域資源とネットワーク

を生かしたまちづくりを進めていくことが重要と考えます。 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で，地域の人と人，資源が繋がりながら，健やかにいき

いきと安心して日常生活を送ることができる社会の実現を目指して，令和６年度を初年度とす

る「第９期東海村高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）を策定する

ものです。 
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Ⅱ 東海村の現状と推計 

１ 総人口の推移と推計 

本村の総人口は令和５年 10 月１日現在，38,303 人となっています。高齢者人口は 9,606

人で，高齢化率は 25.1％となっています。将来推計では，令和 22 年には総人口が 34,227

人，高齢者人口が 11,714 人（高齢化率 34.2％）になると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和元年～令和 5年 住民基本台帳（各年 10月 1 日現在） 

推計値は令和 2年 10 月 1 日現在の住民基本台帳をもとに推計 
 

２ 要支援・要介護認定者の推移と推計 

本村の令和５年９月末日現在の要支援・要介護認定者数は 1,542人で，認定率は 16.1％と

なっています。将来推計では，令和 22 年には要支援・要介護認定者数が 2,256 人，認定率

は 19.3％になると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和元年～令和 5年 介護保険事業状況報告（各年 9 月末日現在） 

推計値は地域包括ケア「見える化」システムより  

推計値 実績値 

推計値 実績値 
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Ⅲ 日常生活圏域と地域包括支援センター 

日常生活圏域は，高齢者が住み慣れた地域において可能な限り生活を続けることができるよ

う，高齢者と地域の実情に応じて介護サービス基盤を空間的に考える基本単位として設定する

もので，介護保険法第 117 条第２項第１号に基づき，市町村介護保険事業計画において定め

るものとされています。 

本村では，地域包括支援センターから各地域へ 30 分以内で駆けつけられるという地理的条

件等を考慮するとともに，人口，交通事情その他の社会的条件，介護給付等対象サービス提供

施設の整備状況等を総合的に勘案し，本村の日常生活圏域は北部（東海中学校区），南部（東海

南中学校区）の２圏域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部（東海中学校区） 

南部（東海南中学校区） 

中学校区の区分線 

地域包括支援センターとは 

介護が必要にならないよう日

常的な健康管理や予防対策の事

業に取り組むとともに，介護が必

要になったときは適切な介護保

険サービスの提供がされている

かチェックを行い，中立公正な立

場から利用者や事業者の支援に

取り組みます。 

日常生活での困りごとや介護

保険に関する相談・疑問に，保健

師，主任ケアマネジャー，社会福

祉士などが応じます。また，セン

ターへの来所が困難な方には，職

員が訪問して相談に応じますの

で，どんなことでもお気軽にお尋

ねください。 

～ 健康や福祉・医療について何でもご相談ください ～ 

【保健師】 

～自立した生活を支援します～ 

○介護予防に関する相談支援 

○事業対象者・要支援認定を受けた方 

への支援 
 

【社会福祉士】 

～皆さんの権利を守ります～ 

○高齢者虐待の相談 

○権利擁護の相談 

○消費者被害についての相談 

 

【主任ケアマネジャー】 

～さまざまな方面から皆さんを支えます～ 

○ケアマネジャーの後方支援 

○地域の介護課題の解決 
 

※認知症施策の専門員も配置しています。 

【認知症地域支援推進員】 

～認知症の方へ専門的な立場から支援します～ 

○認知症の方やその家族への相談支援 

○認知症施策の推進 

東海村地域包括支援センターでは，各専門職が次のような支援にあたっています！ 
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Ⅳ 計画の基本理念   

本村で暮らす高齢者の将来像を共有するため，本計画の基本理念を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

高齢者が将来を見据えた時，健やかにいきいきと安心して住み続けられると思えるようなま

ちを目指していきます。前期計画の基本理念を引き継ぐとともに，地域包括ケアシステムの理

念である「住み慣れた地域でいつまでも自分らしく過ごせる」まちづくりを目指します。 

 

「こころ」と「からだ」の健康づくりの視点から，健やかに日常生活を送ることができる高

齢者を増やしていくことを目指します。健康寿命の延伸の啓発や自立に向けた生活能力の育成

にも力を入れていきます。 

 

地域の人と人，人と資源がつながりを持ち，いきいきと地域の中で活躍できるような仕組み

づくりと，場や機会を増やしていくことを目指します。地域における見守りや自主的な活動の

仕組みづくりを図り，活動的な高齢者を増やしていきます。 

また，若年層の人材育成に努め，福祉の担い手確保を図っていきます。 

 

一人暮らし高齢者や高齢者世帯の人々が，要介護状態になったとしても，住み慣れた自宅等

希望する場所で生活を継続できるような仕組み・基盤をつくっていくことを目指します。 

日常生活を継続するための支援やその担い手の育成に取り組むとともに，認知症になっても，

本人の意思を尊重し，地域でいつまでも生活ができるよう，認知症の早期発見・対応の体制強

化をはじめ，認知症の方と家族を見守り，支え合う地域づくり等，共生する社会の実現を推進

していきます。 

また，自家用車がなくても移動できる手段のあることで，外出の機会を増やし，高齢者の生

きがいづくりや介護予防等につながることから，外出や日常生活を後押しできる移動手段につ

いて検討し，関係課と連携しながら実現に向けて取り組んでいきます。 

さらに，近年多発している災害や，新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ，東海村地域

防災計画や東海村災害時避難行動要支援者避難支援全体計画（災援プラン），東海村新型インフ

ルエンザ等対策行動計画に基づき，支援体制を強化します。 

避難支援が必要な在宅高齢者については，自治会や関係機関等と連携強化を図る等，支援体

制の整備に努めます。 

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の流行時においては，介護事業所等への支援

のほか，平時から高齢者を対象としたワクチン接種費用を助成し感染症拡大の予防に取り組み

ます。  

基本理念 

 
健やかに いきいきと 安心して 暮らせるまち 

「健やかに」暮らせるまち 

「いきいきと」暮らせるまち 

「安心して」暮らせるまち 
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Ⅴ 計画の体系 

 

 

施策目標１ 

高齢者が健康で生きがいを 

持って暮らせるようにする 

１－１ 介護予防・健康づくりの推進 

 

1-1-1 健康維持のための介護予防活動の促進 

1-1-2 機能改善のための介護予防事業の展開 

1-1-3 心身のリフレッシュと健康づくりの支援 

１－２ 生きがいづくりの促進 

 1-2-1 生きがいづくりの支援 

施策目標２ 

高齢者がたとえ支援や介護が 

必要になっても，住み慣れた自宅

等希望する場所で安心して暮らせ

るようにする 

２－１ 高齢者を支える地域づくり 

 
2-1-1 地域包括ケアの推進 【重点】 

2-1-2 高齢者をみんなで支え合える仕組みづくり 

２－２ 高齢者の生活支援 

 
2-2-1 高齢者の移動支援の推進 【重点】 

2-2-2 高齢者が安心できる生活環境の整備 

２－３ 認知症施策の展開 

 
2-3-1 認知症の早期発見・支援の推進 【重点】 

2-3-2 認知症高齢者を温かく見守る地域づくり 【重点】 

２－４ 家族介護者の支援 

 2-4-1 家族介護者に対する支援 

２－５ 災害・感染症対策への備え 

 
2-５-1 高齢者の災害対策への支援 

2-５-2 高齢者の感染症対策への支援 

２－６ 介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進 

 
2-６-1 介護人材の確保 

2-６-2 介護現場の生産性向上 

施策目標３ 

適正なサービスの質と量を 

確保した持続可能な 

介護保険事業を運営する 

３－１ 介護サービス等の見込と確保 

３－２ 介護保険事業費と保険料の算定 

３－３ 給付の適正化と円滑な事業運営 

基本理念：健やかに いきいきと 安心して 暮らせるまち 
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68.1%
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17.3%

よくない

3.0%

無回答

4.0%

施策目標１ 

高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるようにする 
 

アンケート調査から見る現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生きがい

あり

58.9%

思いつか

ない

34.8%

無回答

6.4%

是非参加

したい

5.3%

参加して

もよい

44.8%

参加し

たくない

35.3%

既に参加

している

9.6%

無回答

4.9%週４回以上

0.1%

週２～３回

2.0%

週１回

4.3%
月１～３回

3.7%

年に数回

1.6%

参加していない

73.2%

無回答

15.1%

◆介護予防の通いの場への参加状況 

介護予防のための通いの場への参加状況

については，「週４回以上」「週２～３回」「週

１回」「月１～３回」「年に数回」を合わせた

『参加している』は約１割となっています。 

◆参加者として地域活動へ参加する意向 

参加者として地域活動（健康づくり活動や

趣味等のグループ活動等）へ参加する意向に

ついては，約５割の方が前向きな回答をして

います。 

◆生きがいの有無 

生きがいの有無については、「生きがいあ

り」が 58.9％、「思いつかない」が 34.8％

と、「生きがいあり」が 24.1 ポイント上回

っています。 

◆現在の健康状態 

現在の健康状態については、「とてもよい」

と「まあよい」の合計値《よい》が約８割と

なっています。 

◆この１か月間、ゆううつな気持ちの有無 

ゆううつな気持ちの有無については、「は

い」が 37.6％、「いいえ」が 58.3％と、「い

いえ」が 20.7ポイント上回っています。 

◆この１か月間、楽しめない感じの有無 

楽しめない感じの有無については、「はい」

が 22.2％、「いいえ」が 73.3％と、「いい

え」が 51.1 ポイント上回っています。 

はい

37.6%

いいえ

58.3%

無回答

4.2%

はい

22.2%

いいえ

73.3%

無回答

4.5%
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施策と取組 

１-１ 介護予防・健康づくりの推進 

健康づくりと生活機能の低下予防に向け，高齢者の意識啓発と主体的な取組を促進していく

とともに，身近な地域において地域の団体による自主的な活動が展開される体制づくりを推進

します。 

主な事業 内容 

介護予防把握事業 

介護予防チェックリストを実施して，介護予防の取組が必要な方を把握し，

適切な介護予防教室や介護予防サービスにつなげます。 

また，75 歳以上の方を対象とした民生委員よる高齢者状況調査により，

高齢者の現況を把握するとともに，必要な支援につなげます。 

介護予防体操の推進 介護予防・健康維持のため，体操教室等の取組を地域に広げていきます。 

介護予防普及啓発事業 

【認知症予防教室の開催】 

認知症に関する正しい知識や予防に関する取組を普及していくため，教室

を実施します。 

【介護予防講座の開催】 

地域で運動機能や口腔機能の向上，低栄養状態やうつ予防等介護予防に関

する知識や方法を学ぶための講座を開催します。 

介護予防アドバイザー

等の派遣 

サロン等地域の自主組織活動に専門職等を派遣し，口腔機能改善・低栄養

予防・うつ・認知症予防等介護予防のために必要な知識及び自身でできる効

果的かつ効率的な取組を指導します。 

高齢者の保健事業と介

護予防等の一体的実施

事業 

高齢者の心身の多様な課題に対応し，きめ細かな支援を実施するため，茨

城県後期高齢者医療広域連合の委託を受け，介護保険の地域支援事業や国民

健康保険の保健事業及び健康増進事業等と連携しながら，高齢者の生活習慣

病等の重症化予防やフレイル対策を一体的に実施します。 

 

１-２ 生きがいづくりの促進 

高齢者が，心身ともに健康を保ち，自分の好きなことに取り組んだり，地域社会の中で自分

の役割を持って生活できるよう，生きがい活動の場や機会の拡充等に取り組んでいきます。 

主な事業 内容 

高齢者クラブの支援 
健康増進や生きがいづくりの活動，伝統行事等を通じた地域の子ども

たちとの世代間交流等，高齢者クラブの自主的な活動を支援します。 

シルバー人材センターの

支援 

シルバー人材センターは，健康や生きがいを求める高齢者が会員とな

って活動している団体で，清掃，庭木の手入れや除草，大工仕事，塗装，

家事援助等の仕事を請け負っています。当該団体の円滑な運営を支援し

ていきます。 

敬老祝品の贈呈 
これまで長年にわたり社会の発展に尽くしてきた高齢者に心からの敬

意と感謝の意を表し，記念品や祝金等を贈呈します。 
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施策目標２ 

高齢者がたとえ支援や介護が必要になっても，住み慣れた 

自宅等希望する場所で安心して暮らせるようにする 
 

アンケート調査から見る現状 

◆外出の状況 

外出の状況については，外出を控えている回答となる

「はい」は 33.4％と，約３人に１人が外出を控えている

状況となっています。 

 

 

 

◆外出を控えている理由 

外出を控えている理由については，「足腰等の

痛み」が 39.7％で最も高く，次いで「交通手段

がない」が 18.3％，「トイレの心配」，「外での楽

しみがない」がともに 16.2％となっています。 

また，「その他」の割合が 37.7％と高くなって

いますが，その他の具体的内容をみると，新型コ

ロナウイルス感染症の影響が大半を占めている

状況となっています。 

 

◆主な介護者が行っている介護（上位５位） 

主な介護者が行っている介護については，「外出の付き添い，送迎等」，「その他の家事（掃除，

洗濯，買い物等）」がともに 70.0％で最も高く，次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が

64.3％，「食事の準備（調理等）」が

57.1％となっています。日常生活

を送るための生活支援が主な介護

となっている状況がうかがえます。 

 

 

◆介護者の年齢 

主な介護者の年齢については，「50 代」が 28.1％で最

も高く，次いで「60 代」が 23.8％，「80 歳以上」が 20.5％

となっています。60 代以上の割合は約６割と，今後の高齢

者人口の増加に伴い，老老介護の状況も増加することが予

測されます。 

  

70.0 

70.0 

64.3 

57.1 

39.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外出の付き添い、送迎等

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の準備（調理等）

服薬

20歳未満

0.0%

20代

0.0%

30代

0.5%

40代

5.2%

50代

28.1%

60代

23.8%

70代

18.6%

80歳以上

20.5%

わからない

0.5%

無回答

2.9%

はい

33.4%

いいえ

65.0%

無回答

1.6%

39.7 

18.3 

16.2 

16.2 

10.1 

8.1 

4.3 

3.5 

3.2 

37.7 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

足腰などの痛み

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

外での楽しみがない

病気

耳の障害（聞こえの問題など）

経済的に出られない

障害（脳卒中の後遺症など）

目の障害

その他

無回答
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施策と取組 

２-１ 高齢者を支える地域づくり 

地域包括ケアシステムの深化に向けて，介護保険や医療保険による公的サービスだけでなく，

住民主体のサービスやボランティア活動等と連携して地域で高齢者を支える体制の構築を図

ります。 

主な事業 内容 

医療と介護の連携の推進 

医療と介護に対する理解を深めるための周知・啓発等を行い，在宅医療

介護連携推進会議や研修会を通して多職種連携の仕組みづくり，医療と

介護の連携体制を整備していきます。 

地域包括支援センターの

運営 

地域包括支援センターは，高齢者の総合相談，権利擁護，地域の支援体

制づくりや介護予防に必要な援助等を行い，高齢者の保健医療の向上及

び福祉の増進を包括的に支援します。また，医療，介護，福祉の関係者と

連携を図り高齢者の相談対応を行います。 

地域包括支援センター運営協議会において，センターにおける各業務

の評価等を行い，センターの適切，公正かつ中立な運営を確保します。 

地域支え合い体制整備事業

（生活支援体制整備事業） 

地域で抱える個別ケースについては，課題を地域の問題として捉え，協

議体の場で地域住民等と共有して連携を図りながら，要支援者を支えて

いく体制づくりが必要です。そのため，課題を共有して協議していく場づ

くりとそれらを調整するコーディネーターを村社会福祉協議会内に配置

し，円滑な運営に努めるとともに，新たな資源開発の実現に向けて担い手

同士のネットワーク構築を働き掛けています。 

 

２-２ 高齢者の生活支援 

介護保険の認定を受けた方，ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯の方を含め，支援を要す

る方を対象に生活支援事業を実施します。 

主な事業 内容 

外出支援タクシー利用料金

助成事業 

移動が困難な高齢者等に対し，日常生活に必要な交通手段の確保及び

経済的負担の軽減を行うため，タクシーを利用した際の利用料金の一部

助成します。 

・対象者：要支援・要介護認定者 

・助成金額：利用料金の 1/2（上限 5,000 円） 

※行先に制限はありませんが，利用は村と契約するタクシー業者によ

る自宅と行先（目的地）間の移動となります。 

「移動支援」についての

対策協議 

高齢者の移動問題について，関係機関・関係課等にて課題や方策等につ

いて協議します。 

高齢者虐待防止対策の推進 

高齢者虐待等の権利侵害から高齢者を守り，安心して尊厳のある生活

を送ることができるよう，虐待防止に関する周知と虐待解消のための支

援を行います。 

エンディングノートの周

知・活用 

いつまでも自分らしく生きるために，「人生の最期をどう過ごしたい

か」について記しておく「わた史ノート」の周知・活用を進めていきます。 
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２-３ 認知症施策の展開 

国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容も踏まえ，認知症の方を含めた村民一人ひ

とりが共生する社会の実現に向けた取組を推進します。 

主な事業 内容 

認知症初期集中支援推進

事業 

認知症の疑いや認知症のある方で，医療や介護サービスに繋がってい

ない方，また，認知症状によって日常生活に過大な支障がある方に対し

て，専門職により編成された「認知症初期集中支援チーム」が，適切な医

療や介護サービスにつながるように支援をしていきます。 

認知症高齢者見守り事業 

【あんしん・おかえりネットワーク】 

認知症の方が行方不明になった時，見守り協定事業所やその他関係機

関に対し，FAX 等で周知し早期発見・保護につなげます。 

【おかえりマークの配布】 

認知症等により，行方不明になる恐れのある方や過去に行方不明にな

ったことがある方の情報を事前に登録しておくことで，発見保護された

際，迅速に家族や支援者へ連絡します。 

認知症サポーター養成事業 

認知症を理解し，認知症の方や家族を温かく見守る「認知症サポーター」

を養成し，修了者に対して適宜「フォローアップ講座」を実施するととも

に，サポーターの実際の活動につなげるための「ステップアップ講座」を

開催します。また，若年性認知症を理解するための啓発を行います。 

認知症地域支援・ケア向上

事業 

認知症に関する普及啓発活動を行うとともに，認知症の方やその家族を

支援する相談窓口の周知，認知症の状態に応じた適切なサービスが提供さ

れるような支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ります。 

認知症サポーター活動促

進・地域づくり推進事業 

認知症の方の声の収集や情報発信，認知症の方やその家族が希望して

いることを地域づくりに生かし，認知症サポーターを中心とした支援を

つなぐ仕組み（チームオレンジ）を整備していきます。 

 

２-４ 家族介護者の支援 

家族介護者の心身的・経済的負担を軽減するため，介護用品の補助・配達や介護者のリフレ

ッシュ，健康の保持，介護能力向上を図るための支援に努めます。 

主な事業 内容 

介護に関する講座の開催 
家族を介護している方に心のサポートを目的とした講座や講演会を開

催します。 

要介護認定者家族介護用

品給付事業 

在宅で要介護認定者を介護している家族の身体的・精神的苦労に報い

るとともに，経済的支援を図るため，介護用品（オムツ，清拭剤等）を給

付します。 
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２-５ 災害・感染症対策への備え 

近年，頻発する災害発生状況を踏まえ，災害時に高齢者等を確実に避難ができるための支援

体制づくりに取り組みます。新型コロナウイルス感染症は，５類感染症に移行しましたが，移

行後も既存感染症の流行拡大といった脅威は続いています。新型コロナウイルス感染症の流行

により培った経験や課題を教訓に，感染症に対するさらなる対応力を強化し，感染症拡大の防

止に努め，高齢者の健康維持を推進します。 

主な事業 内容 

避難行動要支援者の避難

支援 

「東海村災害時避難行動要支援者避難支援計画（災援プラン）」に基づ

き，災害時に自力や家族の支援を得て避難できない避難行動要支援者の

名簿を作成するとともに，名簿掲載者の個別避難計画を作成していきま

す。また，個別避難計画の作成に伴い，避難行動要支援者に対する地域の

支援体制づくりに努めます。 

高齢者の感染及び重症化

予防への支援 

高齢者を対象に予防接種の費用を助成することで感染症の拡大及び重

症化予防を支援します。 

 

２-６ 介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進 

介護人材の確保については，介護保険制度の根幹を担っているケアマネジャーの支援を重点

的に行い，ケアマネジャーの確保に努めます。また，介護現場の生産性の向上については，介

護サービス事業所が連携して考え，解決していくための関係を構築します。 

主な事業 内容 

ケアマネジャー資格取得

支援事業 

東海村内で勤務しているケアマネジャーの新規および更新の際の資格

取得費用を助成し，ケアマネジャー数の増加を図ります。 

介護サービス事業所総合

支援強化事業 

介護サービス事業所への個別的な支援でなく，介護サービス事業所全

体に影響のある事業を行います。介護サービス事業所からは，内部研修会

の手間や水戸市で行われる県の研修会への参加が困難という声がありま

した。このため，東海村内で介護サービス事業所を集めた合同研修会を開

催することで，介護サービスの質の向上を図るとともに，生産性の向上及

び介護サービス事業所の研修開催に関する負担軽減を図ります。合同研

修会の開催にあたっては介護サービス事業所等と連携して実施します。 
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施策目標３ 

適正なサービスの質と量を確保した持続可能な介護保険

事業を運営する 
 

第１号被保険者介護保険料 

保険料額については，所得段階に応じた保険料の軽減を図るため，国の標準段階に準じた保

険料段階を設定しました。 

今後 3 年間の介護保険料額は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積算中 
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利用者

東海村・地域包括支援センターの窓口

要支援１～２ 要介護１～５

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

居宅サービス

・訪問介護

・訪問看護

・通所介護

・通所リハビリ

・短期入所生活介護

・福祉用具貸与

など

地域密着型サービス

・地域密着型通所介護

・認知症対応型共同生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

など

施設サービス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

介護予防サービス

・介護予防訪問看護

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防通所リハビリ

・介護予防福祉用具貸与

など

地域密着型介護予防サービス

・介護予防認知症対応型共同生活介護

など

介護予防・生活支援
サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

など

一般介護予防事業

・介護予防普及啓発

事業

・地域介護予防活動

支援事業

など

相談・申請

在宅希望の方

生活機能の低下がみられる方

施設希望の方

非該当

非
該
当

要支援・要介護認定

基本チェックリスト

介護予防ケアプラン作成

地域支援事業

予防給付 介護給付

居宅介護支援事業者による
ケアプラン作成

介護保険サービスの種類と利用の流れ 
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